
第12回 AB（アーキテクト／ビルダー「建築の設計と生産」）研究会   
発注者支援の必要性と実践－公共建築の未来に向けて－ 
 
 
 

日時：2018年9月29日（土）15:00〜18:30 
場所：A-Forum 
参加費：2000円（懇親会、資料代） 

コーディネーター：布野修司＋安藤正雄＋斎藤公男 
 
パネラー：相坂研介＋あかるい建築計画  
 
(a) 主旨説明：長谷部勉（建築家） 
(b) 発注者支援の必要性と実践：相坂研介（建築家／JIA関東甲信越支部副幹事長） 
(c) 大井町駅前パブリックスペースコンペについて：あかるい建築計画 他 
コメンテーター：森民夫（前長岡市長） 
 
国内の公共建築はほぼ9割が入札、残りも実績偏重のプロポーザルで、若手・アトリエ
はほとんど参加できない。ごく稀に敷居の低いコンペがあれば何百もの案が殺到する状
況で、当選者以外は出すだけで疲弊する。こうして「公共建築の設計者は、公共建築の
実績をもって募集され、評価される」という現況においては「公共建築の実績を１つで
も作らないと、次の公共に挑戦すらできない」というサイクルができており、この状況
が今後も続けば、将来的には公共建築の経験をもつ層が薄くなり、発注者側にとっても
選択肢が激減していくため多様性・公共性が少なくなり、建築家側だけではなく、社会
にとって不利益だと思われる。－－－相坂研介氏はJIAの常任幹事として、このような
熱い想いと幾つもの目的を胸に、発注者支援の仕組みづくりの必要性を訴え、品川区大
井町駅の公衆便所建替え事業を、パブリックスペース全体まで拡げた実施コンペとして
実現させた。今回はそのコンペの公開二次審査（9/15）を終えたころ、仕掛け人である
相坂研介氏に加え、最優秀候補者に選定された応募者(あかるい建築計画)にも参加して
いだだき、具体的な事例を交えながら議論したい。また、AB研究会を中心に活動準備を
しているJCDL(ジャパンコミュニティデザインリーグ)構想とも併せて、議論を深めたい。 







官公庁施設の設計業務に関する実態調査の結果

平成３０年５月 全国営繕主管課長会議

2017

(1) 調査目的：地方公共団体における官公庁施設※の設計業務委託に関する運用状況につい

て、全国営繕主管課長会議において情報共有を図ることにより、官公庁施設の

設計業務における品質確保に資することを目的とする。

(2) 調査対象：都道府県(47)、政令市(20)、市町村(586)の計653団体

(3) 調査期間：平成29年11月16日～平成30年1月19日

(4) 調査方法：アンケート調査（選択及び記述式）

(5) 調査内容：平成28年度に発注した建築設計業務の委託状況、新築設計業務の設計者選定

方式、設計意図伝達業務及び工事監理業務の委託状況、設計業務の委託料の算

定方法 等

※住宅用途を除く建築物を対象とする。
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○平成28年度の新築設計業務（延べ面積300㎡超で基本設計を含むものに限る。以下同

様。）において主に採用している設計者選定方式※は、都道府県・政令市の54.4％、市

町村の30.4％がプロポーザル方式。
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都道府県・政令市

市町村

新築・増築 改修等

１．設計業務の平均発注件数

合計60.3件

合計8.7件

○１団体あたりの設計業務の平均発注件数は、都道府県・政令市で新築・増築が11.0件、

改修等※が49.3件の計60.3件、市町村で新築・増築が2.1件、改修等が6.6件の計8.7件。

設計業務の平均発注件数（平成28年度）

※改修等：新築・増築以外。とりこわし等を含む。

●平成28年度に発注した設計業務の件数

（件）

※平成28年度に、延べ面積300㎡超の新築設計業務で基本設計を含むものを発注する際、採用した設計者選定方式。

該当する設計業務が複数あり、業務により異なる設計者選定方式を採用した場合は、発注金額が最も多い方式とする。

54.4%

30.4%

7.0%

0.4%

33.3%

62.9%

1.8%
3.5%

4.6%
1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県・政令市

市町村

プロポーザル方式 総合評価落札方式 価格競争方式

設計競技（コンペ）方式 特命随意契約方式 その他

主に採用している設計者選定方式（平成28年度）

２．新築設計業務の設計者選定方式

●主に採用している設計者選定方式
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団体種別 プロポーザル方式 総合評価落札方式 価格競争方式 設計競技方式 特命随意契約方式 その他 合計

金額 都道府県・政令市 3,485 523 2,198 85 354 3 6,648

(百万円) 市町村 5,401 360 4,594 0 242 144 10,741

件数 都道府県・政令市 57 14 123 1 6 3 204

(件） 市町村 87 1 275 0 15 5 383

プロポーザル方式
28%

総合評価

落札方式
7%

価格競争方式
60%

設計競技（コンペ）方式
1%

特命随意契約方式
3%

その他
1%

プロポーザル方式
53%

総合評価

落札方式
8%

価格競争

方式
33%

設計競技（コンペ）方式
1%

特命随意契約方式
5%

プロポーザル方式
23%

価格競争方式
72%

特命随意契約方式
4%

その他
1%

プロポーザル方式
50%

総合評価落札方式
4%

価格競争方式
43%

特命随意契約方式
2%

その他
1%

総発注件数

204件

総委託金額

約66億円

総発注件数

383件
総委託金額

約107億円

●新築設計業務で採用している設計者選定方式の割合

○新築設計業務において採用している設計者選定方式は、金額ベースで約５割がプロポー

ザル方式。

設計者選定方式の割合【都道府県・政令市】（平成28年度）

【金額ベース】 【件数ベース】

【金額ベース】 【件数ベース】

設計者選定方式の割合【市町村】（平成28年度）
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●建物規模別 新築設計業務で採用している設計者選定方式の割合

○新築設計業務で採用している設計者選定方式の割合（金額ベース）を建物規模別に

みると、建物の延べ面積が大きいほど、プロポーザル方式の採用割合が高い傾向にあ

る。

建物規模別 新築設計業務の設計者選定方式の割合【金額ベース】（平成28年度）

（都道府県・政令市、市町村合計）
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300～500㎡

500～1000㎡

1000～2000㎡

2000～3000㎡

3000～5000㎡

5000～10000㎡

10000㎡超

プロポーザル方式 総合評価落札方式 価格競争方式

設計競技（コンペ）方式 特命随意契約方式 その他

（延べ面積）
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市町村

設計にかかる費用をできる限り安く抑えたいため。 6 118

競争入札方式の方が、差が明確であり、透明性が高い一方、プロポーザル方式では 4 98

　評価の差を対外的に説明しにくいため。

プロポーザル方式を採用する必要性が分からないため。 1 55

プロポーザル方式を採用したかったが、設計工程の余裕がなくなるため断念した。 15 57

プロポーザル方式を採用したかったが、人員不足等により、手間がかかることを理由に断念した。 3 24

プロポーザル方式を採用したかったが、内部職員では審査体制が整えられない、 0 20

　又は、審査委員を委託するための予算が確保できないため断念した。

プロポーザル方式を採用したかったが、過去にプロポーザル方式を実施した例がない 0 17

　（又はほとんどない）ため、やり方が分からず断念した。

内規に定められた基準等により判断した結果、プロポーザルとならなかった。 23 19

その他 10 102

有効回答数：都道府県・政令市(46)、市町村(328)

都道府県・政令市

３．プロポーザル方式を採用しない場合の理由

13.0%

8.7%

2.2%

32.6%

6.5%

0.0%

0.0%

50.0%

21.7%

36.0%

29.9%

16.8%

17.4%

7.3%

6.1%

5.2%

5.8%

31.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

設計にかかる費用をできる限り安く抑えたいため。

競争入札方式の方が、差が明確であり、透明性が高

い一方、プロポーザル方式では評価の差を対外…

プロポーザル方式を採用する必要性が分からないた

め。

プロポーザル方式を採用したかったが、設計工程の

余裕がなくなるため断念した。

プロポーザル方式を採用したかったが、人員不足等

により、手間がかかることを理由に断念した。

プロポーザル方式を採用したかったが、内部職員で

は審査体制が整えられない、又は、審査委員を委…

プロポーザル方式を採用したかったが、過去にプロ

ポーザル方式を実施した例がない（又はほとんど…

内規に定められた基準等により判断した結果、プロ

ポーザルとならなかった。

その他
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・政令市

市町村

新築設計業務においてプロポーザル方式を採用しなかった理由
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設計にかかる費用をできる限り安く抑えたいため。

内規に定められた基準等により判断した結果、プロ

ポーザルとならなかった。

競争入札方式の方が、差が明確であり、透明性が高い

一方、プロポーザル方式では評価の差を対外的に説

明しにくいため。

プロポーザル方式を採用する必要性が分からないた

め。

プロポーザル方式を採用したかったが、設計工程の余

裕がなくなるため断念した。

プロポーザル方式を採用したかったが、人員不足等に

より、手間がかかることを理由に断念した。

プロポーザル方式を採用したかったが、内部職員では

審査体制が整えられない、又は、審査委員を委託する

ための予算が確保できないため断念した。

プロポーザル方式を採用したかったが、過去にプロ

ポーザル方式を実施した例がない （又はほとんどない）

ため、やり方が分からず断念した。

その他

○新築設計業務においてプロポーザル方式を採用しない場合の理由については、都道府

県・政令市では、「内規に定められた基準等により」設計者選定方式を選択していると

の理由が多い。市町村では「設計にかかる費用を安く抑えたい」との理由が多い。
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評価項目 都道府県・政令市 市町村

建築士事務所の評価 １．規模（売上高や技術者の数など） 13 87

２．実績（事務所の実績） 32 146

技術者の評価 ３．資格 41 120

４．経験年数 31 81

５．実績（技術者の実績） 47 144

６．成績 3 11

７．表彰実績 10 36

８．ＣＰＤ 25 13

技術提案の評価 ９．理解度や取組意欲 41 132

10．業務の実施方針 45 141

11．テーマに対する技術提案 47 161

その他 12．その他 30 92

有効回答数：都道府県・政令市(51)、市町村(174)

４．プロポーザル方式における評価項目

○都道府県・政令市、市町村ともに、技術提案に係る評価項目を設定している割合が最も

大きいほか、実績や資格を評価項目としている割合が大きい。

25.5%

62.7%

80.4%

60.8%

92.2%

5.9%

19.6%

49.0%

80.4%

88.2%

92.2%

58.8%

50.0%

83.9%

69.0%

46.6%

82.8%

6.3%

20.7%

7.5%

75.9%

81.0%

92.5%

52.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．規模（売上高や技術者の数など）

２．実績（事務所の実績）

３．資格

４．経験年数

５．実績（技術者の実績）

６．成績

７．表彰実績

８．ＣＰＤ

９．理解度や取組意欲

10．業務の実施方針

11．テーマに対する技術提案

12．その他

都道府県

・政令市

市町村
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評
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プロポーザル方式における評価項目
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 都道府県・政令市 市町村

プロポーザル方式の採用はこれまで継続的に実施しており、今後も継続していく。 50 157

過去にプロポーザル方式を採用した結果、良かったため、今後も活用したい。 2 24

過去にプロポーザル方式を採用した結果、悪かったため、今後は採用を控えたい。 0 5

近年プロポーザル方式の採用実績がないが、機会があれば採用したい。 8 293

近年プロポーザル方式の採用実績がなく、今後新築事業があっても、プロポーザル方式を採用するつもりはない。 0 17

その他 7 70

有効回答数：都道府県・政令市(67)、市町村(566)

５．プロポーザル方式の採用についての今後の見通し

○都道府県・政令市においては、プロポーザル方式を「これまで継続的に実施しており、

今後も継続」するとした団体が全体の４分の３を占める。市町村では、「近年プロポーザ

ル方式の採用実績がないが、機会があれば採用したい」とした団体が約５割を占める。

プロポーザル方式の採用はこれま

で継続的に実施しており、今後も継

続していく。
74.6%

過去にプロポーザル方式を採用

した結果、良かったため、今後も

活用したい。
3.0%

近年プロポーザル方式の採用実

績がないが、機会があれば採用し

たい。
11.9%

その他
10.4%

プロポーザル方式の採用はこれ

まで継続的に実施しており、今後

も継続していく。
27.7%

過去にプロポーザル方式を採

用した結果、良かったため、今

後も活用したい。
4.2%

過去にプロポーザル方式を採用し

た結果、悪かったため、今後は採

用を控えたい。
0.9%

近年プロポーザル方式の採用

実績がないが、機会があれば

採用したい。
51.8%

近年プロポーザル方式の採用実

績がなく、今後新築事業があって

も、プロポーザル方式を採用する

つもりはない。
3.0%

その他
12.4%

都道府県

政令市

市町村

プロポーザル方式の採用についての今後の見通し
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業務委託する場合としない場合がある。 19 103

業務委託していない。 30 154

有効回答数：都道府県・政令市(67)、市町村(573)

都道府県
・政令市

市町村

設計業務受注者に業務委託している。
（工事監理と併せて委託している場合を含む。）

18 316

６．設計意図伝達業務の委託状況

○新築工事において標準的に設計意図伝達業務を委託する団体は、都道府県・政令市で

26.9％、市町村で55.1％。

26.9%

55.1%

28.4%

18.0%

44.8%

26.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県・政令市

市町村

設計業務受注者に業務委託している。（工事監理と併せて委託している場合を含む。）

業務委託する場合としない場合がある。

業務委託していない。

新築工事における設計意図伝達業務の委託状況

※「設計意図伝達業務」とは、工事の施工段階で設計者が設計意図を施工者に伝達する業務をいう。
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発注機関の職員が監理を行っている。（業務委託していない。） 44 231

設計業務受注者に業務委託している。 40 366

設計業務受注者以外の建築士事務所等に業務委託している。（第三者監理） 14 34

設計者を含めた競争入札により業務委託している。 27 181

その他 6 26

有効回答数：都道府県・政令市(67)、市町村(578)

都道府県
・政令市

市町村

７．工事監理業務の委託状況

○都道府県・政令市、市町村ともに、設計業務受注者に委託している団体が約６割と多い

ほか、都道府県・政令市においては、職員自ら工事監理を行っている団体も多い。

65.7%

59.7%

40.3%

20.9%

9.0%

40.0%

63.3%

31.3%

5.9%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80%

発注機関の職員が監理を行っている。（業務委託して

いない。）

設計業務受注者に業務委託している。

設計者を含めた競争入札により業務委託している。

設計業務受注者以外の建築士事務所等に業務委託し

ている。（第三者監理）

その他

都道府県

・政令市

市町村

新築工事における工事監理業務の委託状況
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１．平成21年国土交通省告示第15号による。 60 399

２．官庁施設の設計業務等積算基準及び同要領による。 60 350

３．独自の基準による。 10 29

４．管轄する都道府県が独自に作成した基準による。（市町村のみ） 140

５．告示や基準によらず、見積もりによる。 2 55

６．その他 6 22

有効回答数：都道府県・政令市(67)、市町村(578)

市町村
都道府県
・政令市

89.6%

89.6%

14.9%

3.0%

9.0%

69.0%

60.6%

5.0%

24.2%

9.5%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年国土交通省告示第15号による。

官庁施設の設計業務等積算基準及び同要領による。

独自の基準による。

管轄する都道府県が独自に作成した基準による。

告示や基準によらず、見積もりによる。

その他

都道府県・政令市 市町村

８．設計業務における委託料の算定方法

○都道府県・政令市及び市町村ともに、「平成21年国土交通省告示第15号」や「官庁施設

の設計業務等積算基準及び同要領」を用いている団体が多い。

新築設計業務における委託料の算定方法

10



都道府県・政令市 市町村

実施している 57 149

実施していない 10 426

有効回答数：都道府県・政令市(67)、市町村(575)

都道府県・政令市

事例あり 2

事例なし 65

有効回答数：都道府県・政令市(67)

85.1%

25.9%

14.9%

74.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県・政令市

市町村

実施している

実施していない

９．建築設計委託業務等の成績評定の実施状況

○建築設計委託業務等の成績評定を実施している団体の割合は、都道府県・政令市が

85.1％、市町村が約25.9％。

10．ＢＩＭを活用した設計業務の実施状況

○平成26～28年度の３年間に発注した設計業務のうち、ＢＩＭを活用した団体は都道府

県・政令市で２団体。

2 65

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県・政令市

事例あり 事例なし

設計業務委託等成績評定を実施している団体の割合

※ＢＩＭ：ビルディング・インフォメーション・モデリング（コンピュータで３Ｄの建物情報モデルを構築すること）

ＢＩＭを活用した設計業務を実施した団体の割合

（都道府県・政令市のみ）
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平成１７～１８年度付託事項 

「公共建築における発注関係事務に係る支援方策に関する検討」 

のフォローアップ 

アンケート調査結果 
 
 
 
 
 
 

平成２８年６月 

 
 
 
 
 
 
【調査概要】 

1．調査目的： 平成２６年６月に「公共工事における品質確保の促進に関する法律」の改
正が施行、これに基づき平成２６年９月に基本方針の改正が閣議決定され、
平成２７年１月に「発注関係事務の運用に関する指針」が策定された。改
正品確法では発注者責任の明確化が図られており、発注関係事務を適切に
実施するための体制確保はますます重要となっている。これを踏まえ、全
国営繕主管課長会議では「発注関係事務に係る支援方策」についての事例
集の更新等を行うこととし、その検討の参考とすべく発注関係事務の実情
等を調査した。 

2．調査対象： ①市町村（１，４２５団体（回答数）） 

②都道府県（４７団体）、政令市（２０団体） 

3．調査期間： 平成２７年７月１６日から平成２７年９月３０日 

4．調査方法： アンケート調査 

12



3.8 
73.2%

0.8 
15.0%

0.6 
11.8%

各職種の営繕技術職員数（人，割合）

建築職（人）

電気職（人）

機械職（人）

人

人

【市町村】

人

○市町村における営繕関係部局の技術職員（以下、営繕技術職員）の平均人数は５．３人であり、５人
未満の市町村が全体の７割を占める。

○各市町村の人口（※）と営繕技術職員数には概ね相関があり、人口の多い市町村では営繕技術職員
数も多い傾向にある。

1.市町村における営繕関係部局の技術職員

27.9%

11.6%

31.4%

15.0%

7.7%

5.5%

0.6%
0.1%

営繕技術職員数の分布状況

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

５０～９９人

１００人以上

【市町村】

y = 8E-05x + 0.0575

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

営
繕
技
術
職
員
数
（
人
）

人口（人）

人口（※）に対する営繕技術職員数
【市町村】

※人口については平成22年国勢調査人口等基本集計（総務省）による

営繕技術職員数（人） 5.3

（内訳） 建築職（人） 3.8

電気職（人） 0.8

機械職（人） 0.6

営繕技術職員数 市町村数 割合

０人（不明含む） 398 27.9%

１人 166 11.6%

２～４人 447 31.4%

５～９人 214 15.0%

１０～１９人 110 7.7%

２０～４９人 79 5.5%

５０～９９人 9 0.6%

１００人以上 2 0.1%

全体 1,425 100 .0%

０人
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○建築物の工事・業務に係る事務において、対応の難しさを感じている事務について、市町村全体で
は「適切な予算の確保（６１％）」、「工事や設計等の監理・検査（４９％）」、「適切な図面の作成、施
工条件の明示（４３％）」が、営繕技術職員数にかかわらず課題となっている。

○営繕技術職員数が少ない市町村では、このうち特に「工事や設計等の監理・検査」が課題となってい
るところが多い。

○このほか、営繕技術職員数が多い市町村では、「円滑な発注（不調・不落対策）」、「適切な工期の設
定」、「設計変更への適切な対応」が課題となっている。

2.市町村において対応の難しさを感じている事務

61%

16%

36%

20%

25%

43%

33%

39%

39%

49%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

適切な予算の確保

適切な入札・契約方式の選定

円滑な発注（不調・不落対策）

技術力等を評価する工事の受注者選定手続き

技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き

適切な図面の作成、施工条件の明示

適切な工期の設定

設計変更への適切な対応

予定価格内訳書に係る積算

工事や設計等の監督・検査

その他

対応の難しさを感じている事務 【市町村】
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2.市町村において対応の難しさを感じている事務

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

52%

22% 23%
26%

29%

49%

25%

36%

43%

66%

7%

54%

14%

24% 23% 22%

47%

25%

34%

47%

56%

7%

66%

12%

34%

15%
20%

38%
34% 34%

39% 41%

5%

68%

14%

45%

16%

27%

39% 38%

46%

32% 34%

6%

66%

16%

57%

24%
28%

37%

47%
53%

27%

37%

5%

58%

22%

68%

18%

29%

49% 48%
46%

30%

44%

10%

対応の難しさを感じている事務（営繕技術職員数別）
【市町村】

営繕技術職員数

回答数

適切な予算の確保 208 52% 90 54% 296 66% 145 68% 73 66% 46 58% 4 44% 2 100% 864 61%

適切な入札・契約方式の選定 89 22% 23 14% 52 12% 30 14% 18 16% 17 22% 1 11% 1 50% 231 16%

円滑な発注

（不調・不落対策）
92 23% 40 24% 154 34% 96 45% 63 57% 54 68% 7 78% 2 100% 508 36%

技術力等を評価する工事の受注者選定手続き 105 26% 38 23% 65 15% 35 16% 26 24% 14 18% 2 22% 1 50% 286 20%

技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き 117 29% 36 22% 91 20% 57 27% 31 28% 23 29% 1 11% 1 50% 357 25%

適切な図面の作成、施工条件の明示 194 49% 78 47% 171 38% 83 39% 41 37% 39 49% 3 33% 1 50% 610 43%

適切な工期の設定 100 25% 42 25% 151 34% 82 38% 52 47% 38 48% 3 33% 1 50% 469 33%

設計変更への適切な対応 144 36% 57 34% 150 34% 98 46% 58 53% 36 46% 7 78% 0 0% 550 39%

予定価格内訳書に係る積算 170 43% 78 47% 175 39% 69 32% 30 27% 24 30% 2 22% 1 50% 549 39%

工事や設計等の監督・検査 263 66% 93 56% 185 41% 73 34% 41 37% 35 44% 3 33% 0 0% 693 49%

その他 28 7% 12 7% 24 5% 13 6% 5 5% 8 10% 1 11% 0 0% 91 6%

2

全体

1,425

５０～９９人 １００人以上

79 9

０人（不明含む） １人 ２～４人 ５～９人 １０～１９人 ２０～４９人

398 166 447 214 110

０人

０人
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○対応の難しさを感じている事務がある場合に、対応が困難な理由について、市町村全体では「職員
の知識や経験が十分でない（６３％）」、「職員数が十分でない（５８％）」、「予算が厳しい（４９％）」
が課題となっている。

○このうち、「職員の知識や経験が十分でない」は営繕技術職員数が最小と最大のレンジの市町村
で課題としているところが多い。「職員数が十分でない」は営繕技術職員数が少ない市町村におい
て、「予算が厳しい」は営繕技術職員数が多い市町村において課題となっている。

○このほか、「他部局との調整が十分でない」、「工程が厳しい」、「内部の意思決定等の手続きが厳
しい」は営繕技術職員数が多いほど、「事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施し
ていない）」は営繕技術職員数が少ないほど課題となっている。

3.市町村において対応が困難な理由

38%

58%

63%

21%

49%

17%

23%

19%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

基準、要領等が整備されていない

職員数が十分ではない

職員の知識や経験が十分ではない

工程が厳しい

予算が厳しい

内部の意思決定等の手続きが厳しい

他部局との調整が十分ではない

事業実施の機会が少ない

その他

対応が困難な理由
【市町村】
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3.市町村において対応が困難な理由

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

35%

62%

90%

10%

37%

9%
13%

34%

4%

40%

74%

60%

14%

42%

14%
21% 21%

5%

38%

58%

47%

20%

53%

17%

25%

16%

5%

41%

52%
49%

31%

61%

24%
30%

8% 9%

38%
45%

50%

36%

56%

30%
35%

7%

15%

40%
47%

72%

43%

52%

32%

40%

5%

15%

対応が困難な理由（営繕技術職員数別）
【市町村】

営繕技術職員数

回答数

基準、要領等が整備されていない 134 35% 63 40% 165 38% 85 41% 41 38% 30 40% 3 38% 1 50% 522 38%

職員数が十分ではない 238 62% 118 74% 256 58% 108 52% 48 45% 35 47% 2 25% 1 50% 806 58%

職員の知識や経験が十分ではない 342 90% 96 60% 208 47% 101 49% 54 50% 54 72% 6 75% 1 50% 862 63%

工程が厳しい 38 10% 23 14% 89 20% 64 31% 39 36% 32 43% 4 50% 1 50% 290 21%

予算が厳しい 142 37% 67 42% 230 53% 126 61% 60 56% 39 52% 5 63% 2 100% 671 49%

内部の意思決定等の手続きが厳しい 33 9% 23 14% 73 17% 50 24% 32 30% 24 32% 1 13% 0 0% 236 17%

他部局との調整が十分ではない 49 13% 33 21% 110 25% 62 30% 37 35% 30 40% 2 25% 0 0% 323 23%

事業実施の機会が少ない

（小規模な修繕程度しか実施していない）
128 34% 34 21% 68 16% 17 8% 7 7% 4 5% 1 13% 0 0% 259 19%

その他 14 4% 8 5% 22 5% 18 9% 16 15% 11 15% 2 25% 0 0% 91 7%

2 1 ,378

５０～９９人 １００人以上 全体

75 8

０人（不明含む） １人 ２～４人 ５～９人 １０～１９人 ２０～４９人

382 159 438 207 107

０人

０人
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○建築物の工事・業務に係る事務を実施するうえで、国、都道府県等に支援を望むことについて、市
町村全体では「基準、要領等のノウハウの共有（７０％）」、「研修の開催、講師の派遣等（４２％）」、
「相談窓口の設置（３４％）」が多くなっている。

○このうち、「基準、要領等のノウハウの共有」は、営繕技術職員数にかかわらず多くなっているが、
特に営繕技術職員数が多い市町村でのニーズが高い。また、「研修の開催、講師の派遣等」も営
繕技術職員数が多い市町村ほどニーズが高い。

○このほか、「発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）」、「工事や設計等の監督・
検査の委任や補助」、「工事や設計等の受託」は営繕技術職員数が少ない市町村ほど、「連絡会
議の設置」は営繕技術職員数が多い市町村ほどニーズが高くなっている。

4.市町村において国、都道府県等に支援を望むこと

70%

24%

7%

25%

20%

42%

34%

15%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

基準、要領等のノウハウの共有

発注関係事務に係る直接的な支援

技術審査等の委員会への委員の派遣

工事や設計等の監督・検査の委任や補助

工事や設計等の受託

研修の開催、講師の派遣等

相談窓口の設置

連絡会議の設置

その他

国、都道府県等に支援を望むこと
【市町村】
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4.市町村において国、都道府県等に支援を望むこと

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

57%

37%

8%

43%
38%

34%
37%

9%
3%

68%

33%

7%

29%
23%

33% 31%

13%

5%

74%

19%

5%

21%

12%

47%

30%

16%

3%

80%

18%

7%
14% 12%

50%

35%

14%

5%

79%

15%

7%
11%

7%

45% 42%

25%

4%

77%

4%
8% 5% 6%

48%

37%

25%

6%

国、都道府県等に支援を望むこと（営繕技術職員数別）
【市町村】

０人

営繕技術職員数

回答数

基準、要領等のノウハウの共有 227 57% 113 68% 330 74% 172 80% 87 79% 61 77% 6 67% 1 50% 997 70%

発注関係事務に係る直接的な支援

（書類の作成・確認等）
148 37% 54 33% 85 19% 38 18% 16 15% 3 4% 0 0% 0 0% 344 24%

技術審査等の委員会への委員の派遣 32 8% 12 7% 24 5% 15 7% 8 7% 6 8% 1 11% 0 0% 98 7%

工事や設計等の監督・検査の委任や補助 170 43% 48 29% 93 21% 30 14% 12 11% 4 5% 1 11% 0 0% 358 25%

工事や設計等の受託 150 38% 38 23% 54 12% 26 12% 8 7% 5 6% 1 11% 0 0% 282 20%

研修の開催、講師の派遣等 134 34% 54 33% 212 47% 108 50% 49 45% 38 48% 6 67% 1 50% 602 42%

相談窓口の設置 146 37% 51 31% 135 30% 75 35% 46 42% 29 37% 3 33% 0 0% 485 34%

連絡会議の設置 35 9% 21 13% 73 16% 31 14% 28 25% 20 25% 0 0% 0 0% 208 15%

その他 11 3% 8 5% 15 3% 11 5% 4 4% 5 6% 0 0% 0 0% 54 4%

79 9

０人（不明含む） １人 ２～４人 ５～９人 １０～１９人 ２０～４９人

398 166 447 214 110 2 1 ,425

５０～９９人 １００人以上 全体０人
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○建築物の工事・業務に係る事務を実施するうえで、外部からの支援を活用した実績について、市町
村全体では「民間のコンサルタント等に委託」した実績がある割合が４６％、「国、都道府県等に相
談」 した実績がある割合は１９％であった。

○「民間のコンサルタント等に委託」した実績は、営繕技術職員数が少ない市町村ほど多く、逆に「国、
都道府県等に相談」した実績は、営繕技術職員数が多い市町村ほど多い。

5.市町村において外部からの支援を活用した実績

※公益性のある法人等で、発注関係事務を適切に実施することができる機関

19%

12%

46%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

国、都道府県等に相談

公益的な発注者支援機関(※)を活用

民間のコンサルタント等に委託

その他

外部からの支援の活用（実績）
【市町村】

０人（不明含

む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

0%

20%

40%

60%

19% 18%

56%

1%

17% 16%

47%

0%

17%
8%

44%

2%

18%
11%

39%

2%

25%

8%

35%

3%

28%

3%

34%

4%

外部からの支援の活用（実績）（営繕技術職員数別）
【市町村】

営繕技術職員数

回答数

国、都道府県等に相談 74 19% 28 17% 77 17% 38 18% 28 25% 22 28% 1 11% 1 50% 269 19%

公益的な発注者支援機関(※)を活用 73 18% 26 16% 35 8% 23 11% 9 8% 2 3% 1 11% 0 0% 169 12%

民間のコンサルタント等に委託 223 56% 78 47% 197 44% 83 39% 38 35% 27 34% 3 33% 1 50% 650 46%

その他 2 1% 0 0% 10 2% 5 2% 3 3% 3 4% 1 11% 0 0% 24 2%

2 1 ,425

５０～９９人 １００人以上 全体

398 166 447 214 110 79 9

０人（不明含む） １人 ２～４人 ５～９人 １０～１９人 ２０～４９人

０人

０人

20



○建築物の工事・業務に係る事務を実施するうえで、外部からの支援を活用することの検討状況につ
いて、市町村全体では「民間のコンサルタント等に委託」を検討している割合は３７％、 「国、都道府
県等に相談」の活用を検討している割合は２２％であった。

○「民間のコンサルタント等に委託」の活用を検討している割合は、実績と同様に営繕技術職員数が少
ない市町村ほど多い。

6.市町村における外部からの支援の活用の検討

※公益性のある法人等で、発注関係事務を適切に実施することができる機関

22%

12%

37%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

国、都道府県等に相談

公益的な発注者支援機関(※)を活用

民間のコンサルタント等に委託

その他

外部からの支援の活用（今後）
【市町村】

０人（不明含

む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

0%

10%

20%

30%

40%

50%

23% 20%

46%

0%

23%

13%

37%

0%

22%

9%

36%

2%

19%
11%

29%

1%

26%

7%

25%

2%

23%

3%

29%

3%

外部からの支援の活用（今後）（営繕技術職員数別）
【市町村】

営繕技術職員数

回答数

国、都道府県等に相談 90 23% 38 23% 98 22% 41 19% 29 26% 18 23% 1 11% 1 50% 316 22%

公益的な発注者支援機関(※)を活用 81 20% 22 13% 39 9% 24 11% 8 7% 2 3% 0 0% 0 0% 176 12%

民間のコンサルタント等に委託 185 46% 61 37% 161 36% 61 29% 27 25% 23 29% 2 22% 1 50% 521 37%

その他 0 0% 0 0% 8 2% 2 1% 2 2% 2 3% 2 22% 0 0% 16 1%

79 9 2 1 ,425398 166 447 214 110

０人（不明含む） １人 ２～４人 ５～９人 １０～１９人 ２０～４９人 ５０～９９人 １００人以上 全体

０人

０人
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7.都道府県における
市町村等を対象とする発注者支援への対応

○支援を望む市町村が多い「基準、要領等のノウハウの共有」、「研修の開催、講師の派遣等」 につ

いては、６割以上の都道府県において対応可能としており、実際に半数近くの都道府県において実
施事例がある。

○「相談窓口の設置」については５１％の都道府県で対応可能とされているが、実際の実施実例は
２８％であった。

○ 「連絡会議の設置」、「技術審査等の委員会への委員の派遣」については、実際の実施事例が多
いためか、支援を望むことしてあげる市町村はあまり多くはなかった。

○営繕技術職員数が少ない市町村において支援が望まれる「発注関係事務に係る直接的な支援（書
類の作成・確認等）」、「工事や設計等の監理・検査の委任や補助」、「工事や設計等の受託」につ
いて、対応可能としている都道府県は少なかった。

66%

4%

43%

2%

2%

64%

51%

62%

17%

49%

4%

38%

2%

2%

47%

28%

70%

19%

0% 20% 40% 60% 80%

基準、要領等のノウハウの共有

発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）

技術審査等の委員会への委員の派遣

工事や設計等の監督・検査の委任や補助

工事や設計等の受託

研修の開催、講師の派遣等

相談窓口の設置

連絡会議の設置

その他

市町村等を対象とする発注者支援への対応

対応可能な発注者支援

実施実例のある発注者支援

【都道府県】

対応可能な

都道府県数
割合

実例のある

都道府県数
割合

基準、要領等のノウハウの共有 31 66% 23 49%

発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） 2 4% 2 4%

技術審査等の委員会への委員の派遣 20 43% 18 38%

工事や設計等の監督・検査の委任や補助 1 2% 1 2%

工事や設計等の受託 1 2% 1 2%

研修の開催、講師の派遣等 30 64% 22 47%

相談窓口の設置 24 51% 13 28%

連絡会議の設置 29 62% 33 70%

その他 8 17% 9 19%

対応可能な
発注者支援

実施事例のある
発注者支援
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行政・発注者・管理者

住民・
利用者

施工者設計者

日本建築家協会（ＪＩＡ ）

－様々に発注者を支援－

説明・対話

選定・紹介 指導・監督

日本建築家協会は、「良質で」「特色があり」「安心な」公共建築の「スムーズな」実現を補佐

、 、 、 の求められるいずれの領域へも建築の専門家を派遣可能

日本建築家協会（ＪＩＡ）
－様々な方法で自治体・発注者を支援できる公益法人－

・アイデアの提供
（基本計画/設計）

若手/アトリエ系

審
査
・
選
定

ファシリテーター

・住民との調整
（ワークショップ）

紹
介
・
監
視

ベテラン/組織系

・実務経験の提供
（実施設計/監理）

審
査
・
選
定

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

・供用開始後
（公聴会等）

・ コンペ ・ プロポーザルでは、 策定業務、 要綱作成や審査員選定他、 オペレーション全般を代行

・規模 ・予算 ・難易度に応じ、 上図各項の組合せも一括、 分離、 ＪＶ等から選択、 提案が可能です

■　コンペやプロポーザルにおける支援

■　日本建築家協会の様々な発注者支援

公益社団法人日本建築家協会 （JIA） は

公共建築の公益性を実現するため、 行政

のパートナーとして、 第三者的立場で独

立性と公平性を保ち、 多様な利害関係者

の意見に耳を傾けながら、 自治体や地域

ごと個別の状況に対する支援を致します。

求められる計画の性質や条件に応じて、

様々な事業形式 ・発注形態から、 適切な

方法を選定、 自治体や発注者に提案し、

助言、 協力していくことができます。

30



JIA建築家大会2018東京

公共工事実施コンペ公開二次審査
企画

1

コンペ概要

日　時：9月15日（土）　13：00～ 16：00

会　場：明治大学駿河台キャンパス アカデミーホール

公共建築設計実績のない建築家を主に対象にしたコンペを実施
　国内の公共建築は9割が入札、残りも実績偏重のプロポー
ザルで、若手・アトリエはほとんど参加できません。ごく稀
に敷居の低いコンペがあれば何百もの案が殺到する状況で、
当選者以外は出すだけ疲弊していきます。こうして「公共建
築設計の募集は、公共建築の実績をもって募集され、また評
価される」という現況においては「公共の実績を1つでも作ら
ないと、次の公共に挑戦すらできない」というサイクルがで
きています。この状況が今後も続けば、将来的には公共の経
験をもつ層が薄くなり、発注側にとっても選択肢が激減して
いくため多様性・公益性が少なくなり、我々建築家側だけで
なく社会にとって不利益だと思っています。
　ところで、日本建築家協会定款には JIAの設立趣意として、
現在盛んな自己研鑽や公益活動以外に、「職能普及とそれによ
る文化創造発展への貢献」も明記されています。そこで、個
人的にはこうした状況改善を目的に職能団体 JIAに入会し、
支部幹事にも立候補した後、士会や事務所協会と調整したり、
発注経験のある自治体職員を含む多数の有識者の方々とも相
談しつつ、自分でも発注者支援策を考え、都や区に献策した

りもしてきました。そうしたなか、同じ思いの先輩方や僕ら
の働きかけが実を結ぶように、今年度から JIAのさまざまな
発注者支援メニューが、全国営繕主管課長会議の「発注者支
援事例集」に掲載されることになりました。
　今年は JIAの例年行事「建築家大会」が東京で開かれると
いうので、そこで公共建築実施コンペ開催と公開審査ができ
れば、①次代の建築家たちには、公共への入口という希望を、
②他の自治体には、同様の公共建築コンペ開催の機運を、③
JIA自体には、発注者支援を行える職能団体としての存在感
をいち早く内外に示すチャンスを、それぞれ与えられるので
は？と考え、大会実行委員も引き受け、企画部会で手分けし
て大小さまざまな自治体と交渉も続けてきたところ、ようや
く小さな公共建築を公開の実施コンペとしてくれる自治体が
現れました。「公共自治体発注の」「参加資格の低い」「実施コ
ンペである」ことが最大の特長です。
　役所にとっては予算決定後かつ年度替わりの時期、建築家
大会の準備運営上もギリギリのスケジュールではありました
が、こうした熱い想いと幾つもの目的をもって、この小規模
公共建築実施コンペを企画し、実行に移す次第です。

（全国大会実行委員会 企画部会長  相坂研介）

◦東京都品川区主催の“公共建築”実施コンペ

◦小規模建築建て替えおよび周辺整備計画の基本設計・実施設計（＋監理予定）

◦応募資格は一級建築士事務所であることのみで、審査員の多数は建築家

◦募集要項作成～審査～基本・実施設計および監理の補助・レビューにJIAが併走

◦募集要項発表：2018年6月中旬～下旬。品川区ホームページおよびJIA建築家大会2018東京ホームページでも公開

Simplicity  Multiplicity

素なることと多様な相
2018.9.13～ 9.15

● JIA が主催・協力したコンペ・プロポーザル事例紹介
プロジェクト名 最終審査 主催 最優秀者 審査方法

六甲山上の展望台 JIA KINKI U-40
設計コンペティション 2008.12

JIA 近畿支部・阪
神総合レジャー
株式会社

三分一博志（三分一博志
建築設計事務所）

二段階選抜方式、二次審査は公開プレゼン
テーション・ヒアリング

愛野めぐみ教会設計コンペティション 2010.04 JIA 静岡地域会 小塩康史（建築事務所
VANアーキメディア）

二段階選抜方式、二次審査は公開プレゼン
テーション・ヒアリング

逗子市第一運動公園再整備基本計画策定およ
び基本設計業務公募型プロポーザルコンペ 2010.06 逗子市環境都市

部緑政課 伊藤寛（伊藤寛アトリエ）二段階選抜方式、二次審査は公開プレゼンテーション・ヒアリング

北九州市公園トイレ提案設計競技 2010.10 北九州市 高橋彰子（enne） 二段階選抜方式、二次審査は公開プレゼン
テーション・ヒアリング

逗子市地域活動センター小坪大谷戸会館基本
設計及び実施設計業務公募型プロポーザルコ
ンペ

2011.06 逗子市市民協働
部市民協働課

柳澤潤
（コンテンポラリーズ）

二段階選抜方式、二次審査は公開プレゼン
テーション・ヒアリング

日本基督教団掛川教会設計コンペティション 2011.10 JIA 静岡地域会 高島ゆかり（アトリエ結）二段階選抜方式、二次審査は公開プレゼンテーション・ヒアリング

岐阜県岐南町庁舎等競技設計 2012.06 岐南町 川原田康子・比嘉武彦
（kwhgアーキテクツ）

公募型設計競技方式（三段階選抜）三次審査
は公開だが、覆面審査コンペのため、設計者
のプレゼンテーション・ヒアリングはなし

鹿児島県阿久根市民交流センター（仮称）等
設計業務に係る公募型プロポーザル 2013.11 阿久根市 古谷誠章（ナスカ） 二次審査は公開プレゼンテーション・ヒアリ

ング

24 JIA MAGAZINE 352
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●主なプログラムを紹介します

公開審査

概要

　品川区では、東京2020オリンピック・パラリンピックの
開催に伴う海外からの来訪者の増加等が予想されることから、
利用頻度の高いターミナル駅周辺や会場までのアクセス道路
周辺の公衆便所・公園便所の洋式化やだれでもトイレの整備
を進めている。
　今回対象とする公衆便所および公園は大井町駅前に位置し、
現在も通勤・通学者や商業施設の利用者の通行頻度が高いこ
とに加え、その姿を駅構内からも窺うことができるため、機
能的かつ意匠にも優れたものとする必要がある。
　鉄道会社の営業線が近接し、暗渠河川も公園内を横断して
いる制限の多い敷地条件の中で、品川区の玄関口である大井
町駅前に相応しい、機能的で景観に配慮された魅力的な作品
を募集する。
　本設計コンペティションにおいて選出された最優秀作品の
応募者を、業務委託の担当者とする。

計画対象

大井町駅前公衆便所および大井駅前公園（駐輪場、分煙コー
ナーなどを含む）の修景

参加資格

一級建築士事務所であること

スケジュール

参加表明書受付期間
　平成30年6月25日（月）～平成30年7月27日（金）
提案作品受付期間
　平成30年8月3日（金）～平成30年8月24日（金）
１次選定結果発表
　平成30年9月4日（火）
２次選定（公開ヒアリング）および最終結果発表 

　平成30年9月15日（土）JIA建築家大会東京メイン会場にて

東京都品川区主催の公共建築実施コンペ

大井町駅前パブリックスペース設計コンペティション

「公共建築の実績がないと、挑戦すらできない」という悪循環は、将来的な経験者不

足、発注側の選択肢の減少を招き、多様性・公益性の面でも社会にとって不利益です。

次代の建築家には、公共への入口という希望を、他の自治体には同様の公共建築コ

ンペ開催の機運を、JIA自体には発注者支援を行える職能団体としてのプレゼンスを

いち早く内外に示すことを目的に、品川区の公共建築実施コンペ開催に協力し、今

回このJIA建築家大会2018東京で二次審査を公開します。

審査員：敬称略

他、品川区職員

主催・事務局等

主催者：品川区
担当課：品川区防災まちづくり部公園課公園建設担当
　　　　〒140-8715 　品川区広町2-1-36

　　電　話：03-5742-6801　FAX：03-5742-9127

　　電子メール：koen-koen@city.shinagawa.tokyo.jp

支援・協力：公益社団法人日本建築家協会（JIA）

■詳しくは、品川区公式ページの応募要項（PDF）をご覧ください。
　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-
　park/20180621100713.html

品川区

大田区

目黒区

港区

神奈川県

首都高速湾岸線

羽田空港
国際線ビル

京急
空港
線

品川駅

蒲田駅

五反田駅

北品川駅

大崎駅

大崎広小路駅

戸越銀座駅

荏原中延駅

武蔵小山駅

西小山駅

不動前駅

旗の台駅 中延駅

馬込駅

西馬込駅

戸越
公園駅 下神明駅
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9月15日土
13：00～16：00

会場：明治大学駿河台キャンパス
　　　アカデミーホール
（作品展示はアカデミーコモン1F）

計画対象地

千葉　学
建築家
東京大学教授
JIA正会員

武井　誠
建築家
JIA正会員

原田麻魚
建築家
JIA正会員

委員長 委員 委員

JIA建築家大会2018東京

大井町駅前パブリックスペース設計コンペティション

主催：東京都品川区

支援・協力：公益社団法人日本建築家協会(JIA)
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